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今年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、
「国民年金保険料免除・納付猶予申請」手続きを住民環境課で行う必要があります。

“今”も“将来”も“老後”も　国民年金は一生のリスクの備えです。
未納のままにしておくと、“まさか”のときに障害基礎年金、遺族基礎年金が受け取れなくなって

しまう場合があります。
納めることが難しい場合は免除・納付猶予制度を利用しましょう。

今の“まさか”に

病気やけがなどで
障がい者になった
際に受け取る年金

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を
負ったときの障害基礎年金の受給資格も確保することができます。
※学生納付特例申請の受付も行っています。
※免除申請は2年1か月前までさかのぼって行えますが、申請が遅れると障害基礎年金や遺族基礎
年金を受給できない場合があります。

※令和４年５月よりマイナポータルから電子申請ができます。（手続きにはマイナポータルの「利用
者登録」が必要です）

7月から国民年金保険料
「免除」・「納付猶予」 申請の受付が始まります

◆年金手帳（または基礎年金番号通知書）や納付書またはマイナンバーカード
◆失業を理由とする場合は、
　雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
♦学生納付特例の申請の場合は、学生証（または在学証明書）

障害基礎年金

将来の“まさか”に

一家の働き手が亡くなっ
た際に家族や子どもが
受け取る年金

遺族基礎年金

老後の“安心”に

65歳になったら生活費
の一部として受け取る
年金

老齢基礎年金

《 お問い合わせ ｜ 住民環境課（年金係） ｜ ☎098-998-2443 》
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▶詳しくは町HPまたは右の2次元コードよりご確認ください
などにご活用ください

八重瀬町ホームページ・
広報やえせに
　　を掲載しませんか？広告広告

不動産売買専門・買取・無料査定・相続相談

株式会社REGATE
（リゲート）
TEL098 - 996 - 4874

東風平中学校の隣です
←具志頭

八重瀬町
字東風平268番

★
那覇→

東風平中学校

《 お問い合わせ｜住民環境課（環境班）｜☎098-998-8203 》

本町の議会にて八重瀬町ハブ対策条例が可決され、令和６年４月１日より施行されております。町
民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、町民生活の安全と生活環境の向上を図ること
を目的として制定されました。ハブ情報調査への協力（ハブの目撃・駆除等の情報があれば下記連
絡先まで情報提供お願いします。）、治療費の支給、補修材料等の助成等が定められています。

本県には、猛毒を有するハブが生息し、年間50人前後のハブ咬症患者が発生しています。
気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり、加えて農作業や行楽等で田畑や山野への出入りが
多くなるこの時期に、ハブ咬症被害も多く発生しております。

①草刈りやネズミの駆除など敷地内の環境整備を行い、ハブが
生息・侵入しにくい環境を整えましょう。
②田畑や山野、草地等への出入りや夜間に歩行する際には十分
に注意するよう心がけましょう。

ハブによる咬症被害を未然に防ぐには・・・

ハブに注意ハブに注意

八重瀬町ハブ対策条例について八重瀬町ハブ対策条例について

激しい動きをせずに、身近な人に助けを求め、
早急に医療機関で治療を受けましょう。

もし、ハブに
咬まれたら・・・

役場開庁時間にマイナンバーカード
の申請や受取りに来られない方は、夜
間・休日窓口をご利用ください。夜間・
休日窓口は完全予約制ですので、前日
までにご予約の上、ご来庁ください。

マイナンバー夜間・休日窓口（カード申請・交付・電子証明書更新）完全予約制

前日までにお電話等にて予約
住民環境課（役場本庁舎1階）窓口

※日程を変更する場合があります。詳細は
電話や町ホームページでご確認ください。

八重瀬町
ホームページ

夜間窓口　17：30～19：30

休日窓口　９：00～1１：30

16 木7

11 土7

26 水86 木828 火7

30 日8

《 お問い合わせ｜住民環境課（マイナンバーカード担当）｜☎098-998-2443 》
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